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第１章 総則  

（趣旨）  

第１条 この規則は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以

下「法」という。）、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３

８号。以下「政令」という。）、建築基準法施行規則（昭和２５

年建設省令第４０号。以下「省令」という。）及び建築基準法施

行条例（昭和３５年京都府条例第１３号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

第２章 確認の手続  

（確認申請書の添付図書）  

第２条 法第６条第１項（法第８７条第１項、第８７条の４又は第

８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の

規定による確認（以下「確認」という。）の申請をしようとする

場合において、建築物、建築設備又は工作物が次の各号のいずれ

かに該当するときは、省令第１条の３第１項、第２条の２第１項

又は第３条第１項若しくは第２項の規定による申請書の正本及び

副本に、それぞれ、当該各号に定める調書又は図書を添えなけれ



ばならない。  

（１） 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築

物である場合 別記様式第１号による調書  

（２） 法第８６条の７又は第８７条第３項第３号の規定の適用

を受ける建築物である場合 別記様式第１号の２による調査書

及び別記様式第２号による調書  

（３） 高さ２メートルを超える崖に近接する建築物である場合 

別記様式第２号の２による調書及び第５条第７項の表に掲げる

図書  

（４） 都市計画区域内において、自動車車庫（その用途に供す

る部分の床面積の合計が５０平方メートル以内のものを除く。）

又は自動車修理工場の用途に供する建築物である場合 その敷

地の自動車の出入口から１０メートル以内にある道路の状況及

び建築物の用途別概要図。この場合において、その敷地の自動

車の出入口に接する道路が坂道であるときは、これらの図書の

ほか、その勾配を示す図書  

（５） し尿浄化槽を設ける場合又は既設のし尿浄化槽を使用す

る便所を設ける場合 別記様式第３号による概要書  

（６） 法第５６条第１項第３号又は第５８条第１項の規定の適

用を受ける建築物である場合 縮尺２，５００分の１の都市計

画図等による付近見取図及び縮尺１００分の１の２面以上の立

面図  

（７） 法第５６条の２第１項の規定の適用を受ける建築物であ

る場合 縮尺２，５００分の１の都市計画図による付近見取図

並びに第４条第１項の表に掲げる日影図及び別記様式第４号に

よる調書  

（８） 宇治市屋外広告物条例（平成２２年宇治市条例第１８号）

第２条の広告物等に該当する建築物又は工作物である場合 同

条例第７条の許可を受けたことを証する書類の写し又は事前協

議済書の写し  



（確認申請書の記載事項の変更等）  

第３条 建築主（築造主及び設置者を含む。以下同じ。）は、省令

第２条第１項（省令第２条の２第６項又は第３条第８項において

準用する場合を含む。）の確認済証（次項及び第２６条を除き、

以下「確認済証」という。）の交付を受けた後、当該確認済証に

係る建築物、建築設備又は工作物の工事完了前に建築主、工事監

理者又は工事施工者の名義又はその住所のみを変更しようとする

ときは、別記様式第６号による届書に、変更しようとする確認の

申請に係る確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならな

い。  

２ 建築主は、省令第３条の４第１項の確認済証（第２６条を除き、

以下「指定確認検査機関確認済証」という。）の交付を受けた後、

当該指定確認検査機関確認済証に係る建築物、建築設備又は工作

物の工事完了前に建築主、工事監理者又は工事施工者の名義又は

その住所のみを変更しようとする場合において建築主事が必要が

あると認めるときは、別記様式第６号による届書に、変更しよう

とする確認の申請に係る指定確認検査機関確認済証を添えて、建

築主事に届け出なければならない。  

第３章 許可等の手続  

（許可申請書の添付図書）  

第４条 法第４３条第２項第２号、第４４条第１項第２号若しくは

第４号、第４７条ただし書、第５２条第１０項、第１１項若しく

は第１４項、第５３条第４項、第５項若しくは第６項第３号、第

５３条の２第１項第３号若しくは第４号（法第５７条の５第３項

において準用する場合を含む。）、第５５条第３項若しくは第４

項各号、第５６条の２第１項ただし書、第５８条第２項、第５９

条第１項第３号若しくは第４項、第５９条の２第１項、第６８条

の７第５項、第８５条第３項、第６項若しくは第７項又は第８７

条の３第３項、第６項若しくは第７項の規定による許可を申請し

ようとする者は、省令第１０条の４第１項に規定する申請書の正



本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて、市長に

申請しなければならない。ただし、日影図にあつては、法第５５

条第３項若しくは第４項各号又は第５６条の２第１項ただし書の

規定による許可を申請しようとする場合に限る。この場合におい

ては、日影図に別記様式第４号による調書を添えなければならな

い。  

図書の種類  明示する事項  

付近見取図  方位、道路及び目標となる地物  

配置図  縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物

の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物と

の別、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷

地の接する道路の位置及び幅員  

縮尺２００分

の１以上の各

階平面図  

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積、壁、開

口部並びに防火設備の位置（工場又は作業場の用途

に供する建築物にあつては、これらの事項のほか機

械の種類及び位置）  

縮尺２００分

の１以上の２

面以上の立面

図  

縮尺、開口部及び防火設備の位置並びに外壁、軒裏

の構造及び仕上げ材料  

縮尺２００分

の１以上の主

要断面図  

縮尺、地盤面、各階の床及び天井の高さ、軒及びひ

さしの出、建築物の各部分の高さ並びに室内の仕上

げ材料の種類及び厚さ  

日影図  縮尺、方位、敷地境界線、敷地周囲の道路・河川・

線路敷等、用途地域等の境界線、敷地内における建

築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高

さ、隣接地及び連接地の地盤面並びに地表面の高さ、

法第５６条の２第１項の水平面（以下この表におい

て「水平面」という。）上の敷地境界線からの水平



距離５メートル及び１０メートルの線（以下この表

において「測定線」という。）、建築物が冬至日の

真太陽時による午前８時から１時間ごとに午後４時

までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並び

に建築物が冬至日の真太陽時による午前８時から午

後４時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる

日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影

線  

（注  

１ 縮尺は、原則として１００分の１、２００

分の１、４００分の１又は５００分の１とする

こと。  

２ 方位は、真北を明記し、図面の中央と両側

に長さが２０センチメートル以上の子午線を

記入すること。  

３ 日影の形状は、日影時間が２．５時間に制

限される場合にあつては、３０分ごとに作図す

ること。）  

備考 法第４３条第２項第２号の規定による許可に係る申請にあつ

ては、配置図には、土地の高低及び敷地の周囲の空地の位置（通

路にあつては、延長及び幅員）を明示しなければならない。  

２ 法第４８条第１項ただし書、第２項ただし書、第３項ただし書、

第４項ただし書、第５項ただし書、第６項ただし書、第７項ただ

し書、第８項ただし書、第９項ただし書、第１０項ただし書、第

１１項ただし書、第１２項ただし書、第１３項ただし書若しくは

第１４項ただし書又は第５１条ただし書（これらの規定を法第８

７条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）の規定に

よる許可を申請しようとする者は、省令第１０条の４第１項に規

定する申請書の正本及び副本に、それぞれ、前項に規定する図書

並びに敷地境界線から２００メートル以内にある建築物及び工作



物の用途別概要図（縮尺２，５００分の１以上）を添えて市長に

提出しなければならない。この場合において、許可を申請しよう

とする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供す

るものであるときは、これらの図書のほか、別記様式第１号によ

る調書を添えなければならない。  

３ 法第５７条の４第１項ただし書、第６０条の２第１項第３号、

第６０条の２の２第１項第２号若しくは第３項ただし書又は第６

０条の３第１項第３号若しくは第２項ただし書の規定による許可

を申請しようとする者は、省令第１０条の４第１項に規定する申

請書の正本及び副本に、それぞれ、第１項に規定する図書及び次

の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。  

図書の種類  明示する事項  

区域図  縮尺、方位並びに特例容積率適用地区の区域の境界

線及び特例敷地の位置又は都市再生特別地区、居住

環境向上用途誘導地区若しくは特定用途誘導地区の

区域の境界線及び敷地の位置  

４ 法第６７条第３項第２号、第５項第２号又は第９項第２号の規

定による許可を申請しようとする者は、省令第１０条の４第１項

に規定する申請書の正本及び副本に、それぞれ、第１項に規定す

る図書及び次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければな

らない。  

図書の種類  明示する事項  

区域図  縮尺、方位、特定防災街区整備地区の区域の境界線

並びに防災都市計画施設及び敷地の位置  

５ 法第６８条第１項第２号、第２項第２号又は第３項第２号の規

定による許可を申請しようとする者は、省令第１０条の４第１項

に規定する申請書の正本及び副本に、それぞれ、第１項に規定す

る図書及び次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければな

らない。  



図書の種類  明示する事項  

区域図  縮尺、方位、景観地区の区域の境界線及び敷地の位

置  

６ 法第６８条の３第４項又は第６８条の５の３第２項の規定によ

る許可を申請しようとする者は、省令第１０条の４第１項に規定

する申請書の正本及び副本に、それぞれ、第１項に規定する図書

及び次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。 

図書の種類  明示する事項  

区域図  縮尺、方位、地区計画及び地区整備計画並びに再開

発等促進区の区域の境界線又は沿道地区計画及び沿

道地区整備計画並びに沿道再開発等促進区の区域の

境界線並びに敷地の位置  

７ 法第８８条第２項において準用する法第４８条第１項ただし書、

第２項ただし書、第３項ただし書、第４項ただし書、第５項ただ

し書、第６項ただし書、第７項ただし書、第８項ただし書、第９

項ただし書、第１０項ただし書、第１１項ただし書、第１２項た

だし書、第１３項ただし書若しくは第１４項ただし書、第５１条

ただし書又は第８７条第２項若しくは第３項の規定による許可を

申請しようとする者は、省令第１０条の４第４項に規定する申請

書の正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書並びに申請

に係る工作物から２００メートル以内にある建築物及び工作物の

用途別概要図（縮尺２，５００分の１以上）を添えて市長に提出

しなければならない。  

図面の種類  明示する事項  

付近見取図  方位、道路及び目標となる地物  

配置図  縮尺、方位、工作物の位置及び用途、申請に係る工

作物と他の工作物との別（申請に係る工作物が政令

第１３８条第４項第２号ハからチまでに掲げるもの

である場合においては、当該工作物と建築物との別



を含む。）  

平面図又は横

断面図  

縮尺及び主要部分の寸法  

側面図又は縦

断面図  

縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法  

８ 市長は、特に必要があると認める場合においては、前各項に規

定する図書のほか、参考となる図書の提出を求めることがある。  

（認定申請書の添付図書等）  

第５条 法第３条第１項第４号又は政令第１１５条の２第１項第４

号ただし書の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式

第８号による申請書の正本及び副本に、それぞれ、前条第１項に

規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。  

２ 法第４３条第２項第１号、第４４条第１項第３号、第５２条第

６項第３号、第５５条第２項若しくは第５７条第１項又は政令第

１３１条の２第２項若しくは第３項若しくは第１３７条の１２第

１１項若しくは第１２項の規定による認定を申請しようとする者

は、省令第１０条の４の２第１項に規定する申請書の正本及び副

本に、それぞれ、前条第１項に規定する図書（法第４３条第２項

第１号の規定による認定に係る申請にあつては、配置図には、敷

地に接する道の位置、延長及び幅員を明示すること。）及び次の

表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。  

図書の種類  明示する事項  

区域図  縮尺、方位、地区計画及び地区整備計画の区域の境

界線並びに敷地の位置  

建築限界を表

示する断面図  

縮尺並びに地区計画で定められた建築限界を表示す

る縦断面図及び横断面図  

３ 法第６８条第５項の規定による認定を申請しようとする者は、

省令第１０条の４の２第１項に規定する申請書の正本及び副本に、

それぞれ、前条第１項に規定する図書及び次の表に掲げる図書を

添えて市長に提出しなければならない。  



図書の種類  明示する事項  

区域図  縮尺、方位、景観地区の区域の境界線及び敷地の位

置  

４ 法第６８条の３第１項から第３項まで若しくは第７項、第６８

条の４、第６８条の５の２、第６８条の５の５第１項若しくは第

２項、第６８条の５の６又は第８６条の６第２項の規定による認

定を申請しようとする者は、省令第１０条の４の２第１項に規定

する申請書の正本及び副本に、それぞれ、前条第１項に規定する

図書及び次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければなら

ない。  

図書の種類  明示する事項  

区域図  縮尺、方位、地区計画及び地区整備計画並びに再開

発等促進区若しくは開発整備促進区の区域の境界

線、防災街区整備地区計画並びに地区防災施設若し

くは特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区

整備計画の区域の境界線又は沿道地区計画及び沿道

地区整備計画並びに沿道再開発等促進区の区域の境

界線並びに敷地の位置  

５ 政令第１３７条の１６第２号の規定による認定を申請しようと

する者は、省令第１０条の４の２第１項に規定する申請書の正本

及び副本に、それぞれ、前条第１項に規定する図書及び別記様式

第１号の２による調査書を添えて市長に提出しなければならない。 

６ 法第８６条の８第１項又は第８７条の２第１項の規定により認

定を受けようとする者は、省令第１０条の２３第１項に規定する

申請書の正本及び副本を、法第８６条の８第３項（法第８７条の

２第２項において準用する場合を含む。）の規定により変更認定

を受けようとする者は、省令第１０条の２４に規定する申請書の

正本及び副本を、市長に提出しなければならない。  

７ 条例第６条第１項第１号オの規定による認定を受けようとする

者は、別記様式第８号の２による申請書の正本及び副本に、それ



ぞれ、前条第１項に規定する図書及び別記様式第２号の２による

調書及び次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければなら

ない。  

図書の種類  明示する事項  

縮尺５０分の

１以上の崖又

は擁壁の断面

図  

縮尺、崖の上端又は下端から建築物までの水平距離、

崖の高さ、勾配及び土質、切土又は盛土をする前の

地盤面並びに崖面の保護方法並びに擁壁の寸法及び

勾配、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置及び

寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土

質、基礎ぐいの位置、材料及び寸法並びに水抜き穴

の位置及び寸法  

８ 条例第８条第３項の規定による認定を受けようとする者は、別

記様式第８号の３による申請書の正本及び副本に、それぞれ、前

条第１項に規定する図書及び次の表に掲げる図書を添えて市長に

提出しなければならない。  

図書の種類  明示する事項  

立面図  縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の

構造  

９ 条例第１８条第３項の規定による認定を受けようとする者は、

別記様式第８号による申請書の正本及び副本に、それぞれ、前条

第１項に規定する図書及び条例第１８条第３項各号に該当するこ

とを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。  

１０ 市長は、特に必要があると認める場合においては、前各項に

規定する図書のほか、参考となる図書の提出を求めることがある。 

１１ 市長は、第１項又は第７項から第９項までの規定による申請

があつた場合において、認定をしたときはこれらの規定の申請書

の副本に所要の記載をした通知書により、認定をしないときはそ

の旨を申請者に通知するものとする。  

（許可等の申請の取下げ）  

第５条の２ 第４条第１項から第７項までに掲げる許可、前条第１



項から第９項までに掲げる認定、法第８６条第１項若しくは第２

項の規定による認定及び同条第３項若しくは第４項の規定による

許可又は法第８６条の２第１項に規定する認定及び同条第２項若

しくは第３項の規定による許可（以下「許可等」と総称する。）

の申請をした者は、当該許可等をする旨又はしない旨の通知を受

ける前に当該申請を取り下げようとするときは、別記様式第１０

号による届書を市長に提出しなければならない。  

（許可等を受けた後の変更）  

第５条の３ 許可等を受けた者は、当該許可等の申請書に記載した

事項を変更しようとするときは、改めて許可等を受けなければな

らない。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、この限

りでない。  

第４章 特例及び緩和  

（建築面積の敷地面積に対する割合の緩和）  

第６条 法第５３条第３項第２号の規定により市長が指定する敷地

は、次の各号に掲げるものとする。  

（１） 道路が屈曲する角又は交差する角（屈曲又は交差により

生ずる内角が１３５度以下の角に限る。）にある敷地又は間隔

２５メートル以下の２つの道路にはさまれた敷地で、それらの

道路の幅員がそれぞれ５．５メートル以上、その和が１４メー

トル以上、かつ、敷地のそれらの道路に接する長さが敷地境界

線の全長の４分の１以上であるもの  

（２） 道路が屈曲する角又は交差する角（屈曲又は交差により

生ずる内角が１３５度以下の角に限る。）にある敷地又は間隔

２５メートル以下の２つの道路にはさまれた敷地で、それらの

道路の幅員がそれぞれ４メートル以上、敷地面積が２００平方

メートル以下、かつ、敷地のそれらの道路に接する長さが敷地

境界線の全長の４分の１以上であるもの  

（３） 敷地の周囲が道路に接する敷地でその道路の一の幅員が

８メートル以上のもの  



（４） 幅員４メートル以上の道路に接し、かつ、公園、広場若

しくは水面その他これらに類するものに接する敷地又は幅員４

メートル以上の道路に接し、かつ、当該道路以外の敷地に接す

る道路を隔てて公園、広場、水面その他これらに類するものが

ある敷地で、前各号に準ずるもの  

（し尿浄化槽を設ける区域のうち、衛生上特に支障があると認め

る区域の指定）  

第７条 政令第３２条第１項の規定により市長が衛生上特に支障が

あると認めて指定する区域は、次の各号に掲げる区域を除く区域

とする。  

（１） 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第８号に規

定する処理区域  

（２） 市長が特別の理由があると認めて告示で指定する区域  

（垂直積雪量）  

第８条 政令第８６条第３項の規定により市長が定める数値は、３

０センチメートルとする。ただし、同項の国土交通大臣が定める

基準に基づき算出した数値が３０センチメートルを超える場合は、

その数値とする。  

（高さの制限の緩和）  

第９条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より１メートル以上高い

場合において、前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面

と前面道路との高低差の２倍以上で、かつ、１０メートルを超え

る区域については、政令第１３５条の２第２項の規定により、そ

の前面道路は敷地の地盤面と同じ高さの位置にあるものとみなす。 

第５章 道路の位置の指定等  

（道路の位置の指定の申請等）  

第１０条 法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定又

は指定の変更若しくは取消しを受けようとする者は、別記様式第

１１号による申請書の正本、正本の写し及び副本を市長に提出し

なければならない。  



２ 前項の規定により提出する申請書等には、省令第９条に規定す

る図書のほか次の各号に掲げる図書を添えなければならない。  

（１） 方位並びに各道路の幅員及び延長並びに道路延長の合計

表並びに道路及び宅地の面積及び総面積並びに道路のこう配並

びに道路と宅地の高低並びに側溝及び擁壁等の位置並びに隅切

寸法並びに側溝の排水方向並びに宅地の区画割を明示した縮尺

５００分の１以上の平面図  

（２） 縮尺５００分の１以上の横断面図及び縦断面図  

（３） 側溝、隅切り及び擁壁等の詳細を明示した縮尺５０分の

１以上の図面  

（４） 道路となる土地及び道路に接することとなる土地の登記

簿謄本（申請書受付日前３月以内に交付を受けたものに限る。） 

（５） 道路となる土地の所有者及びその土地又はその土地にあ

る建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑登録証

明書  

（６） 道路に接する土地の所有者及び道路を接続させる既存道

路の管理者の承諾書並びに排水についての水利権者の承諾書  

（７） 関係法令に基づく許可書等の写し  

（８） その他市長が特に必要があると認める図書  

３ 省令第１０条第１項及び第３項の規定は、第１項の申請に基づ

いて道路の位置の指定を変更し、又は取り消した場合に準用する。 

４ 省令第１０条第３項（前項において準用する場合を含む。）の

規定による通知は、第１項の申請書の副本に所要の記載をした通

知書により行う。  

（私道の変更又は廃止）  

第１１条 法第４２条第１項第３号及び第２項に規定する私道を変

更し、又は廃止しようとする者は、変更し、又は廃止しようとす

る日の２１日前までに別記様式第１２号による届書を市長に提出

しなければならない。  

２ 省令第９条及び前条第２項の規定は、前項の届出をする場合に



準用する。  

第１２条 削除  

第６章 届出及び報告  

（敷地境界の変更届）  

第１３条 建築物の工事が完了した後に当該建築物の敷地の境界を

変更しようとする者は、別記様式第１２号の２による届書２通に、

それぞれ、次の表に掲げる図書及び省令第１条の３第１項第２号

に規定する建築計画概要書を添えて市長に提出しなければならな

い。  

図書の種類  明示する事項  

付近見取図  方位、道路及び目標となる地物  

位置図  縮尺、方位、現在の敷地境界線と変更後の敷地境界

線との別、敷地内における建築物の位置、建築年月

日又は確認番号及びその年月日、用途、規模、構造

並びに敷地の接する道路の位置及び幅員  

求積図  変更前と変更後の敷地面積の求積計算を表す図面  

（工事施工者又は工事監理者の選定届）  

第１４条 建築主は、確認済証の交付を受けた後、工事施工者を定

めたとき、又は法第５条の６第４項の規定により工事監理者を定

めたときは、別記様式第１３号による届書を建築主事に提出しな

ければならない。  

２ 建築主は、指定確認検査機関確認済証の交付を受けた後、工事

施工者を定めた場合又は法第５条の６第４項の規定により工事監

理者を定めた場合において建築主事が必要があると認めるときは、

別記様式第１３号による届書を建築主事に提出しなければならな

い。  

（申請の取下届等）  

第１５条 確認の申請をした者は、確認済証の交付若しくは法第６

条第７項（法第８７条第１項、第８７条の４又は第８８条第１項

若しくは第２項において準用する場合を含む。）の通知書の交付



を受ける前又は当該申請に関して補正等を命ぜられ当該補正等に

係る期限が到来する前に当該申請を取り下げようとするときは、

別記様式第１０号による届書を建築主事に提出しなければならな

い。  

２ 建築主は、確認済証の交付を受けた後、当該建築物、建築設備

若しくは工作物の工事又は建築物の用途の変更を取りやめたとき

は、それぞれ、別記様式第１０号による届書に確認済証を添えて

建築主事に提出しなければならない。ただし、紛失その他確認済

証を添付することができない理由があると認められるときは、添

付を要しない。  

３ 建築主は、指定確認検査機関確認済証の交付を受けた後、当該

建築物、建築設備若しくは工作物の工事又は建築物の用途の変更

を取りやめた場合において建築主事が必要があると認めるときは、

それぞれ、別記様式第１０号による届書に指定確認検査機関確認

済証を添えて建築主事に提出しなければならない。ただし、紛失

その他指定確認検査機関確認済証を添付することができない理由

があると認められるときは、添付を要しない。  

（工事施工状況の報告）  

第１６条 次の各号のいずれかに該当する建築物に係る工事監理者

は、当該建築物の中間検査の申請をしようとするとき（次条に規

定する中間検査の申請をしようとするときを除く。）又は当該建

築物の完了検査の申請をしようとするときは、省令第４条第１項

第５号又は第４条の８第１項第４号に規定する書類として別記様

式第１４号による報告書を建築主事に提出しなければならない。  

（１） 日影による高さの制限を受ける建築物並びに日影による

高さの制限を受けない建築物で建築士法（昭和２５年法律第２

０２号）第３条第１項及び第３条の２第１項に掲げる建築物  

（２） その他建築主事が特に必要があると認めて指定する建築

物  

（工事施工計画及び工事施工結果の報告）  



第１７条 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート

造の建築物で次の各号のいずれかに該当するものに係る工事監理

者は、当該建築物の主要構造部に係る工事に着手する前に別記様

式第１５号による報告書を、当該建築物の中間検査又は完了検査

の申請をしようとするときに省令第４条第１項第５号又は第４条

の８第１項第４号に規定する書類として別記様式第１６号による

報告書を建築主事に提出しなければならない。  

（１） 地階を除く階数３以上の建築物  

（２） 延べ面積が５００平方メートルを超える建築物  

（３） その他建築主事が特に必要があると認めて指定する建築

物  

（建築物の定期報告）  

第１８条 法第１２条第１項の規定により市長が指定する特定建築

物は、次の各号に掲げる建築物（政令第１６条第１項に規定する

建築物を除く。）とする。  

（１） ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習

場の用途に供する建築物（学校に附属するものを除く。）で、

その用途に供する部分の床面積の合計が２，０００平方メート

ル以上のもの  

（２） 病院又は診療所（患者の収容施設があるものに限る。）

の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合

計が３００平方メートル以上のもの  

（３） 下宿、共同住宅又は寄宿舎（昭和５６年５月３１日以前

に工事に着手したものに限る。次条において同じ。）の用途に

供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が１，

０００平方メートル以上のもの  

（４） ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供

する部分の床面積の合計が５００平方メートル以上のもの  

（５） 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗又は展示場

の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合



計が１，５００平方メートル以上のもの  

（６） 劇場、映画館、演芸場、観覧場（屋外観覧場を除く。）、

公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、その用途に供する

部分のうち客席の床面積の合計が２００平方メートル以上のも

の  

（７） 遊技場、ダンスホール、キャバレー、料理店、待合、ナ

イトクラブ、カフェー、バー、飲食店又は公衆浴場の用途に供

する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が５００

平方メートル以上のもの  

２ 法第１２条第１項の規定による報告は、省令第５条第３項に規

定する報告書及び定期調査報告概要書並びに調査結果表に次の表

に掲げる図書を添えて市長に提出して行うものとする。  

図書の種類  明示する事項  

付近見取図  方位、道路及び目標となる地物  

配置図  縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物

の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び

幅員  

各階平面図  縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、開口

部及び防火設備の位置、延焼のおそれのある部分の

外壁及び軒裏の構造及び隔壁の位置並びに非常口、

非常用進入口及び避難施設の位置  

３ 前項の報告書は、報告の日前３月以内に行われた調査の結果に

基づいて作成されたものでなければならない。  

４ 省令第５条第１項の規定により市長が定める時期は、次の各号

に掲げる用途に供する建築物の区分に応じ、当該各号に定める年

度及びそれぞれの年度の翌年度から起算して３年を経過する年度

ごととする。  

（１） 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキ

ー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、下宿、共同住

宅、寄宿舎、ホテル又は旅館の用途に供する建築物 令和７年



度  

（２） 病院、診療所、児童福祉施設等、百貨店、マーケット、

物品販売業を営む店舗又は展示場の用途に供する建築物 令和

８年度  

（３） 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、遊技

場、ダンスホール、キャバレー、料理店、待合、ナイトクラブ、

カフェー、バー、飲食店又は公衆浴場の用途に供する建築物 令

和９年度  

（特定建築物の定期報告に係る付加調査項目等）  

第１８条の２ 法第１２条第１項の規定による調査は、省令第５条

第２項の規定により国土交通大臣が定めるもののほか、当該調査

をすべき建築物に係る次の表の用途欄に掲げる用途の区分に応じ、

同表の調査項目欄に掲げる項目を同表の調査方法欄に掲げる方法

により調査した結果について、同表の判定基準に掲げる基準に該

当するかどうかを判定することにより、行わなければならない。  

項番

号  

用途  調査項目  調査方法  判定基準  

（１

）  

下宿、共

同住宅又

は寄宿舎  

常閉防火扉

（各階の主

要な常時閉

鎖した状態

にある防火

扉をいう。

以下同じ。）

扉の閉鎖又

は作動の障

害となる、

物品の放置

及び照明器

具、懸垂物

等の設置等

の状況  

目視又はこれ

に類する方法

（以下「目視

等」という。）

により確認す

る。  

物品が放置

されている

こと等によ

り扉の閉鎖

又は作動に

支障がある

こと。  

（２

）  

扉の取付け

の状況  

目視等又は触

診により確認

する。  

取付けが堅

固でないこ

と。  

（３ 扉、枠及び 目視等により 変形、損傷又



）  金物の劣化

及び損傷の

状況  

確認する。  は著しい腐

食により遮

炎性能又は

遮煙性能に

支障がある

こと。  

（４

）  

固定の状況  扉が開放状

態に固定さ

れているこ

と。  

（５

）  

作動の状況  扉の閉鎖時間

をストップウ

ォッチ等によ

り測定し、及

び扉の質量に

より運動エネ

ルギーの値を

確認するとと

もに、必要に

応じてプッシ

ュプルゲージ

等によりその

閉鎖力を測定

する。ただし、

これらの点検

を３年以内に

実施した記録

がある常閉防

火扉について

防火区画に

用いる防火

設備等の構

造方法を定

める件（昭和

４８年建設

省告示第２

５６３号）第

１第１号の

規定に適合

しないこと。



は、当該記録

により確認す

ることで足り

る。  

（６

）  

居室の採光

及び換気  

換気設備の

作動の状況  

各階の主要な

換気設備の作

動を確認す

る。  

換気設備が

作動しない

こと。  

（７

）  

換気の妨げ

となる物品

の放置の状

況  

目視等により

確認する。  

換気の妨げ

となる物品

が放置され

ていること。

（８

）  

特別避難階

段  

階段室又は

付室の排煙

設備の作動

の状況  

各階の主要な

排煙設備の作

動を確認す

る。  

排煙設備が

作動しない

こと。  

（９

）  

防煙壁  可動式防煙

壁の作動の

状況  

各階の主要な

可動式防煙壁

の作動を確認

する。  

可動式防煙

壁が作動し

ないこと。  

（１

０）  

排煙設備  排煙設備の

作動の状況  

各階の主要な

排煙設備の作

動を確認す

る。  

排煙設備が

作動しない

こと。  （１

１）  

非常用エレ

ベーター  

昇降路又は

乗降ロビー

の排煙設備

の作動の状

況  

（１

２）  

非常用の照

明装置  

非常用の照

明装置の作

各階の主要な

非常用の照明

非常用の照

明装置が作



動の状況  装置の作動を

確認する。  

動しないこ

と。  

（１

３）  

照明の妨げ

となる物品

の放置の状

況  

目視により確

認する。  

照明の妨げ

となる物品

が放置され

ていること。

（１

４）  

（１）か

ら（１３）

までの用

途以外の

もの  

（１）から（５）まで

の各調査項目  

（１）から

（５）までの

各調査方法  

（１）から

（５）までの

各判定基準  

（昇降機の定期報告）  

第１９条 法第１２条第３項の規定による特定建築設備等（昇降機

に限る。次項において「昇降機」という。）に係る報告に関する

省令第６条第３項に規定する報告書は、当該報告の日前３月以内

に行われた検査の結果に基づいて作成されたものでなければなら

ない。  

２ 昇降機について省令第６条第１項の規定により市長が定める時

期は、１年ごととする。  

（昇降機を除く建築設備の定期報告）  

第２０条 法第１２条第３項の規定により市長が指定する特定建築

設備等（建築設備（昇降機を除く。）に限る。次項及び第４項に

おいて「建築設備」という。）は、政令第１６条第１項に規定す

る建築物又は第１８条第１項各号（第３号を除く。）に掲げる建

築物に設ける換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置とする。  

２ 建築設備に係る法第１２条第３項の規定による報告は、省令第

６条第３項に規定する報告書及び定期検査報告概要書並びに検査

結果表に次の表に掲げる図書を添えて市長に提出して行うものと

する。  



図書の種類  明示する事項  

付近見取図  方位、道路及び目標となる地物  

建築物等の配

置図  

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物

の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び

幅員  

排煙設備等の

機械器具の位

置図  

縮尺、方位、各階の間取り、各室の用途、壁の位置、

機械器具の種別及び位置並びに分電盤、配線図及び

系統図  

３ 前項の報告書は、報告の日前３月以内に行われた検査の結果に

基づいて作成されたものでなければならない。  

４ 建築設備について省令第６条第１項の規定により市長が定める

時期は、１年ごととする。ただし、同項に規定する国土交通大臣

が定める検査の項目に係る時期は、３年以内ごととする。  

（防火設備の定期報告）  

第２０条の２ 法第１２条第３項の規定により市長が指定する特定

建築設備等（防火設備に限る。次項及び第４項において「防火設

備」という。）は、第１８条第１項各号（第３号を除く。）に掲

げる建築物（政令第１６条第１項に規定する建築物を除く。）に

設ける防火設備（随時閉鎖又は作動をできるもの（防火ダンパー

を除く。）に限る。）とする。  

２ 防火設備に係る法第１２条第３項の規定による報告は、省令第

６条第３項に規定する報告書及び定期検査報告概要書並びに検査

結果表に次の表に掲げる図書を添えて市長に提出して行うものと

する。  

図書の種類  明示する事項  

付近見取図  方位、道路及び目標となる地物  

建築物等の配置図  縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における

建築物の位置及び用途並びに敷地に接する道

路の位置及び幅員  



防火設備の位置図  縮尺、方位、各階の間取り、各室の用途、壁

の位置、防火区画の位置及び防火設備の位置  

３ 前項の報告書は、報告の日前３月以内に行われた検査の結果に

基づいて作成されたものでなければならない。  

４ 防火設備について省令第６条第１項の規定により市長が定める

時期は、１年ごととする。  

（工作物の定期報告）  

第２１条 法第８８条第１項において準用する法第１２条第３項の

規定による工作物に係る報告に関する省令第６条の２の２第３項

に規定する報告書は、当該報告の日前３月以内に行われた検査の

結果に基づいて作成されたものでなければならない。  

２ 省令第６条の２の２第１項の規定により市長が定める時期は、

１年ごととする。ただし、同項に規定する国土交通大臣が定める

検査の項目に係る時期は、３年以内ごととする。  

（定期報告に関する書類の保存期間）  

第２２条 省令第６条の３第５項第２号の規定により市長が定める

期間は、法第１２条第１項又は第３項（法第８８条第１項におい

て準用する場合を含む。）の規定による報告が行われた日から３

年間又は当該報告に係る建築物、特定建築設備等及び工作物が滅

失し、若しくは除却される日までとする。  

第２３条及び第２４条 削除  

第７章 手数料  

（手数料の減免）  

第２５条 災害により建築物、建築設備又は工作物を滅失し、又は

破損した者（以下この条において「被災者」という。）が、その

災害の発生の日から６箇月以内に省令第１条の３第１項若しくは

第４項（省令第８条の２の２において読み替えて準用する場合を

含む。）又は第３条第１項若しくは第２項（省令第８条の２の６

第１項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による

申請又は通知をした場合において市長が必要があると認めるとき



は、宇治市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１２年宇治市

条例第２０号。以下この条において「手数料条例」という。）別

表第１第１号、第３号及び第４号に規定する手数料（以下「確認

申請手数料等」という。）の額を減免する。  

２ 前項の規定により確認申請手数料等の額の減免を受けようとす

る者は、別記様式第２０号による申請書に、市長の発行するり災

証明書を添えて、市長に申請しなければならない。  

３ 被災者が確認申請手数料等の額の減免を受け、法第６条第１項

若しくは第１８条第２項（法第８７条第１項、第８７条の４第１

項並びに第８８条第１項及び第２項において準用する場合を含

む。）に規定する工事を完了し、省令第４条第１項（省令第８条

の２の２において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ

る申請若しくは通知をした場合又は法第７条の３第１項若しくは

第１８条第２８項に規定する特定工程に係る工事を終え、省令第

４条の８第１項（省令第８条の２の２において読み替えて準用す

る場合を含む。）の規定による申請若しくは通知をした場合にお

いて市長が必要があると認めるときは、手数料条例別表第１第５

号から第８号までに規定する手数料（以下「完了検査申請手数料

等」という。）又は手数料条例別表第１第９号に規定する手数料

（以下「中間検査申請手数料等」という。）の額を減免する。  

４ 前項の規定により完了検査申請手数料等又は中間検査申請手数

料等の額の減免を受けようとする者は、別記様式第２１号による

申請書により市長に申請しなければならない。  

第８章 雑則  

（国、都道府県又は建築主事を置く市町村に対する準用）  

第２６条 国、都道府県若しくは建築主事を置く市町村の長又はこ

れらの委任を受けた者が、次の各号に掲げる行為をしようとする

ときは、当該各号に定める規定を準用する。  

（１） 法第１８条第２項（法第８７条第１項、第８７条の４又

は第８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含



む。）の規定により通知すること。 第２条  

（２） 省令第８条の２の２において読み替えて準用する省令第

２条第１項、省令第８条の２の５第１項において準用する省令

第２条第１項若しくは省令第８条の２の６第１項において準用

する省令第２条第１項又は省令第３条の４第１項の確認済証

（以下この条において「確認済証」という。）の交付を受けた

後、当該確認済証に係る建築物、建設設備又は工作物の工事完

了前に建築主、工事監理者又は工事施工者の名義又はその住所

のみを変更すること。 第３条  

（３） 確認済証の交付を受けた後、工事監理者又は工事施工者

を定めること。 第１４条  

（４） 確認済証の交付若しくは法第１８条第１４項（法第８７

条第１項、第８７条の４又は第８８条第１項若しくは第２項に

おいて準用する場合を含む。）の通知書の交付を受ける前又は

通知に関して補正等を命ぜられ当該補正等に係る期限が到来す

る前に通知を取り下げること。 第１５条第１項  

（５） 確認済証の交付を受けた後、建築物、建築設備若しくは

工作物の工事又は建築物の用途の変更を取りやめること。 第

１５条第２項及び第３項  

（６） 次に掲げる建築物に該当する建築物について、法第１８

条第２０項又は第２８項の規定により通知すること。 第１６

条及び第１７条  

ア 第１６条各号に掲げる建築物  

イ 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

の建築物であつて、第１７条各号に掲げるもの  

（７） 前号イに掲げる建築物に該当する建築物の主要構造部に

係る工事に着手すること。 第１７条  

（確認等の取消し）  

第２７条 建築主が法又はこの規則の規定による確認、許可、認定、

指定又は承認（以下この条において「確認等」という。）の申請



書又は添付書類に不実の記載をして確認等を受けたものであるこ

とが判明したときは、市長又は建築主事は、その確認等を取り消

すことができる。  

附 則  

１ この規則は、平成５年４月１日から施行する。  

２ この規則の施行の際現に効力を有する京都府知事その他の機関

が行つた許可、認可等の処分その他の行為及びこれらの機関に対

して行われた許可、認可等の申請その他の行為で、この規則の施

行の日以後において市長その他の機関が管理し、及び執行するこ

ととなる事務に係るものは、この規則の規定に基づき市長その他

の機関が行つた許可、認可等の処分その他の行為及びこれらの機

関に対して行われた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。  

附 則（平成７年規則第４１号）  

この規則は、平成７年１０月１日から施行する。  

附 則（平成８年規則第２７号）  

１ この規則は、公布の日から施行する。  

２ 改正前の宇治市建築基準法施行細則の規定に基づきなされた手

続その他の行為は、改正後の宇治市建築基準法施行細則の相当規

定に基づきなされたものとみなす。  

附 則（平成１１年規則第３３号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成１２年規則第２１号）  

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第２５条の規定は、この規則の施行の日以後に発生し

た災害に係る手数料の減免について適用し、同日前に発生した災

害に係る手数料の減免については、なお従前の例による。  

附 則（平成１２年規則第５１号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成１２年規則第６７号）  

１ この規則は、平成１３年１月６日から施行する。  



２ この規則の施行の際、現に改正前の宇治市建築基準法施行細則

の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修

正の上使用することができる。  

附 則（平成１３年規則第２４号）  

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第６号、

第７号、第１０号及び第１３号から第１９号までの改正規定は、平

成１３年９月３日から施行する。  

附 則（平成１６年規則第８号）  

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。  

附 則（平成１６年規則第４２号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成１８年規則第４１号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成１９年規則第３９号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２０年規則第２４号）  

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  

附 則（平成２３年規則第１号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２６年規則第２３号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２７年規則第２５号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２８年規則第４５号）  

（施行期日）  

１ この規則は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の宇治市建築基準法施行細則（以下「新規則」という。）

第１８条第４項第１号に規定する用途に供する建築物（改正前の

宇治市建築基準法施行細則第１８条第４項の規定により、平成２



８年度に建築基準法の一部を改正する法律（平成２６年法律第５

４号）による改正前の建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

第１２条第１項の規定による報告をすることとされていたものを

除く。）に係る新規則第１８条第４項の規定の適用については、

この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後最初の建築

基準法の一部を改正する法律による改正後の建築基準法（以下「新

法」という。）第１２条第１項の規定による報告に限り、新規則

第１８条第４項第１号中「平成２８年度」とあるのは、「施行日

から平成３０年３月３１日まで」とする。  

３ 新規則第１９条第１項に規定する昇降機のうち、建築基準法施

行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２９条の３第１項第３号

の小荷物専用昇降機に係る新規則第１９条第２項の規定の適用に

ついては、同項中「１年ごと」とあるのは、「平成３０年度から

１年ごと」とする。  

４ 新規則第２０条第１項の規定により市長が指定する特定建築設

備等（建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する

政令（平成２８年政令第６号）による改正後の建築基準法施行令

第１６条第１項に規定する建築物に設ける換気設備、排煙設備及

び非常用の照明装置に限る。）に係る新規則第２０条第４項本文

の規定の適用については、施行日以後最初の新法第１２条第３項

の規定による報告に限り、新規則第２０条第４項本文中「１年ご

と」とあるのは、「施行日から平成３０年３月３１日まで」とす

る。  

５ 新規則第２０条の２第１項の規定により市長が指定する特定建

築設備等（防火設備に限る。）に係る同条第４項の規定の適用に

ついては、施行日から平成３０年３月３１日までの間に限り、同

項中「１年ごと」とあるのは、「平成３０年度から１年ごと」と

する。  

附 則（平成３０年規則第１号）  

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  



附 則（平成３０年規則第５４号）  

（施行期日）  

１ この規則は、平成３０年９月２５日から施行する。  

（経過措置）  

２ この規則の施行の際現に改正前の別記様式第８号の規定により

作成されている認定申請書は、なお当分の間、適宜修正の上使用

することができる。  

附 則（令和元年規則第３号）  

この規則は、令和元年６月２５日から施行する。  

附 則（令和５年規則第１５号）  

この規則は、令和５年４月１日から施行する。  

附 則（令和６年規則第５号）  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

附 則（令和７年規則第１５号）  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

附 則（令和７年規則第２７号）  

この規則は、令和７年７月１日から施行する。  

附 則（令和７年規則第３８号）  

この規則は、令和７年１１月１日から施行する。ただし、第５条

第２項の改正規定（「第１３７条の１２第６項若しくは第７項」を

「第１３７条の１２第１１項若しくは第１２項」に改める部分を除

く。）は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


